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全国統一防火標語
　 「おうち時間　家族で点検　火の始末」
　この運動は、火災が発生しやすい時季を迎える
に当たり、火災予防思想の一層の普及と火災の発
生を防止し、高齢者などを中心とする死者の発生
を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを
目的として毎年実施しています。

【住宅防火 いのちを守る10のポイント】
４つの習慣
◆寝たばこは絶対しない、させない。
◆ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
◆こんろを使うときは火のそばを離れない。
◆コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグ
　は抜く。
６つの対策
❖火災の発生を防ぐためにストーブやこんろなど
　は安全装置の付いた機器を使用する。
❖火災の早期発見のために住宅用火災警報器を定
　期的に点検し、10 年を目安に交換する。
❖火災の拡大を防ぐために部屋を整理整頓し、寝
　具、衣類およびカーテンは防炎品を使用する。
❖火災を小さいうちに消すために、消火器などを
　設置し、使い方を確認しておく。
❖お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避
　難方法を常に確保し、備えておく。
❖防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、
　地域ぐるみの防火対策を行う。

【地震の時、自動で電気を遮断できる
　　　　　　　感震ブレーカーをつけましょう】
◎東日本大震災における本震による火災全１１１
　件のうち、原因が特定されたものが１０８件。
　そのうち過半数が電気関係の出火でした。地震
　が引き起こす電気火災とは、地震の揺れに伴う
　電気機器からの出火や、停電が復旧したときに
　発生する火災のことです。
◎感震ブレーカーは、地震発生時に設定値以上の
　揺れを感知したときに、ブレーカーやコンセン
　トなどの電気を自動的に止める器具です。感震
　ブレーカーの設置は、不在時やブレーカーを切
　って避難する余裕がない場合に電気火災を防止
　する有効な手段です。簡易タイプのものであれ
　ばホームセンターや家電量販店等での購入が可
　能です。

【わが家の住宅用火災警報器いますぐチェック】
○住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿
　命や電池切れなどで火災を感知しなくなること
　があるため、とても危険です。10年を目安に交
　換しましょう。
○ボタンを押す、またはひもを引いて作動確認を
　しましょう。10年経っていなくても、故障など
　の場合は交換が必要です。
○設置時期を確認してみましょう。火災警報器を
　設置したときに記入した「設置年月」または、
　本体に記載されている「製造年」を確認してく
　ださい。
問佐倉市八街市酒々井町消防組合消防本部予防課
　☎４８１－１２１７
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